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笑い療法士（3級）応募要項 

1. 笑い療法士とは 

１） 笑い療法士の定義 

 笑い療法士とは、笑いをもって自己治癒力を高める事をサポートする人の事で

す。笑いは、人が幸せに生きることを支え、また病気の予防にもつながっていき

ます。そうした笑いをひきだすのが「笑い療法士」です。 

２） 笑い療法士の認定 

 笑い療法士は、癒しの環境研究会が設ける笑い療法士認定評価委員会が認定し

ます。 

３） 笑い療法士の役割 

 認定を受けた人は、笑い療法士の名称を用いて、日常の場で笑い療法士の理念

を実践していただきます。医療や福祉の現場で、また日常の場で、「自己治癒力

を高める笑い」を広げるムーブメントを起こし、その中心人物として活躍する事

が求められます。 

４） 癒しの環境研究会との関わり 

 認定後は必ず癒しの環境研究会に入会していただきます。また、笑い療法士と

しての質を保つため、自己研鑽を続ける事が義務づけられています。癒しの環境

研究会はフォローアップ研修の実施などサポートを行います。 

 

2. 応募できる人 

 応募資格は癒しの環境会の理念（資料3参照）に共鳴し、建設的な意見が言える人です。

医療・福祉関係者を優先します。下記の条件を満たす必要もあります。 

 ・気持ちに余裕のある人 

 ・自己顕示ではなく、相手が主役と思える人 

 ・その場をホッとさせる笑いを目指せる人 

 

3. 認定を受けるまで 

１） 応募書類を各自で印刷して提出する 

 研究会のホームページ上にある申請書類を印刷し、必要事項を記入の上、応募し

てください。 

 

応募受付期間：平成 27年 4月 1日〜6月 30日（郵送に限る・当日消印有効） 

 



 2 

２） 書類審査 

 笑い療法士認定評価委員会にて書類審査を行います。熱意と癒しの環境研究会

が求める笑いに対する理解が主に問われます。この結果は、6月末までに直接ご

本人あてに郵送します。この受講審査を通過した方のみが笑い療法士認定講習に

参加する事ができます。 

※ 書類審査手数料として 2,000円を郵便局にて払い込み後、払込金受領証を

切り取って笑い療法士認定申請書に貼付けてください。払込料金は各自ご

負担願います。書類審査手数料は、審査が通過できなくて受講が認められ

なかった場合もお返しできません。 

郵便局払い込み口座番号 00150-4-386791 

加入者名 癒しの環境研究会 

金額 2,000円 

 

３） 笑い療法士講習（2日間）を受ける 

日時：平成 27年 8月 1日(土)、2日(日)の 2日間。両日とも受講必須。 

場所：日本医科大学教育棟講義室 

東京都文京区千駄木 1-1-5 

講習費：25,000円（お振込み方法は受講者に直接お知らせします。） 

※ 講習費には、講習終了後から認定審査までの間に提出していただくフォロ

ーアップ論文(下記参照)の指導料も含みます。 

 

４） 認定審査 

 書類審査、笑い療法士認定講習、およびその後の課題実践によって笑い療法士

3級としての認定を決定致します。課題実践のためのフォローアップ論文を平成

27年 9月 25日(金)までに提出していただきます。 

 

５） 認定発表 

下記の日程で認定者発表・授与式を行います。できる限り多くのサポーターとと

もにご参加ください。この発表を欠席されると認定されませんのでご注意くださ

い。 

日時：平成 27年 11月 1日  

場所：日本医科大学教育棟大講堂 

認定料：10,000円（認定料、認定証、記念品を含む） 

 



 3 

  たくさんのサポーターや一般の方のご参加もお待ちしています。 

    参加費：3,000円 

※笑い療法士も含め、すべての方から参加費をいただきます。   

笑い療法士に認定された方は、癒しの環境研究会で、C研修を受ける資格があります。 

   日時：平成 27年 11月 22日 13時～17時 

   場所：都内の大学を予定しています。 

 

4. 応募方法 

 ホームページ上の下記の書類を印刷し、「癒しの環境研究会 第 11期笑い療法士

認定申請係」あてにお送りください。 

１）笑い療法士認定申請書 

本人直筆でお願いします（特別な事情のある方は事務局あてにご連絡ください）。 

なお郵便局の払込受領証を忘れずに貼付けてください。 

２）課題作文（所定の形式を使用） 

３）本人の笑顔写真（必須） ※認定証授与式等で公表してもよいものをお選びくだ

さい。 

ヨコ 4.5cm×タテ 5.5cmの大きさで、胸から上が写っているもの。顔がはっきり

わかる鮮明なカラー写真（最近もの）を申請書に貼付けてください。 

 

【応募書類の送り方】 

市販されている適切な大きさの封筒を使用して、下記の書類を折りたたまずに郵送して

ください。（差出人住所・指名を明記のこと！）郵送のみ受け付けます。本人持参は受

理しません。宅配便・書留は不可 

※ 応募書類は返却できません。大切なものはコピーをおとりください。 

※ 書類はホチキス留めをしないでください。 

1. 笑い療法士認定応募書類一式（上記 4.のもの）。 

2. 定型サイズの封筒 

（82円切手を貼り、宛名に応募者の郵便番号・住所・氏名を記入） 

※ 書類審査結果通知用として使います。 

※ 定型サイズ：タテ 23.5cm、ヨコ 12cmまでの長方形の封筒を使ってくださ

い。 

応募書類の送り先：〒158-0082 東京都世田谷区等々力２－２１－６ 

                 癒しの環境研究会事務局 第 11期笑い療法士認定申請係  あて 














